
名 称 食用なたね油

原材料名
食用なたね油（ＥＰＡ、ＤＨＡ

産生遺伝子組換え）

特定遺伝子組換え農産物に「ＥＰＡ、ＤＨＡ産生なたね」が追加されました！

食品関連事業者の方へ　　　　　　　　　　　　　　　　　    令和５年３月９日改正

ＥＰＡ、ＤＨＡ産生なたねは、ＥＰＡ産生、ＤＨＡ産
生の２つの形質を併せて表示する必要があり
ます。

以下のいずれかにより表示してください。

【表示例】
●「エイコサペンタエン酸（ＥＰＡ）産生、ドコサヘ
　　キサエン酸（ＤＨＡ）産生遺伝子組換え」
●「エイコサペンタエン酸、ドコサヘキサエン酸
　　産生遺伝子組換え）」
●「ＥＰＡ、ＤＨＡ産生遺伝子組換え」

【 特定遺伝子組換え農産物(従来のものと組成、栄養価等が著しく異なるもの） 】

【 表示例 】
 《 ＥＰＡ、ＤＨＡ産生なたねを原料とするなたね油 》

◆ 秋田県生活環境部　県民生活課　　電話：０１８－８６０－１５１７／ＦＡＸ：０１８－８６０－３８９１
◆ 秋田県生活センター　　　　　　　電話：０１８－８３６－７８０６／ＦＡＸ：０１８－８３６－７８０８
◆ 北部消費生活相談室　　　　　　　電話：０１８６－４５－１０４１／ＦＡＸ：０１８６－４３－２２７０
◆ 南部消費生活相談室　　　　　　　電話：０１８２－４５－６１０３／ＦＡＸ：０１８２－３２－８３４９

特定遺伝子組換え農産物 表示対象

ステアリドン酸産生大豆

① ステアリドン酸産生大豆

② ①を主な原材料とするもの（脱脂されたことにより、

　　ステアリドン酸産生形質が除去されたものを除く。）

③ ②を主な原材料とするもの

高リシンとうもろこし

① 高リシンとうもろこし

② ①を主な原材料とするもの（高リシン形質が除去され

　　たものを除く。）

③ ②を主な原材料とするもの

エイコサペンタエン酸（ＥＰＡ）産生なたね

ドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）産生なたね

（令和５年３月９日追加）

① ＥＰＡ、ＤＨＡ産生なたね

② ①を主な原料とするもの（ＥＰＡ、ＤＨＡ産生の形質を

　　有しなくなったものを除く。）

③ ②を主な原料とするもの

（※）主な原材料の範囲は、「原材料に占める重量の割合が上位３位までの もので、かつ、原材料及び添加

　　　物の重量に占める割合が５％以上のもの」です。

● 詳しくは、「食品表示基準Ｑ＆Ａ 別添：遺伝子組換え食品に関する事項（ ＧＭ ）」をご確認ください。

名 称 ○○○

原材料名

小麦粉、食用なたね油（なた

ね（ＥＰＡ、ＤＨＡ産生遺伝子

組換え））、・・・

 《 ＥＰＡ、ＤＨＡ産生なたねを原料とするなたね油を

　 主な原材料とする食品 》


